
様式第１号（第９関係） 

意見検討結果一覧表 

（案名：岩手県食育推進計画（素案）について） 

番 号 意 見 検討結果（県の考え方） 
決定への 

反映状況 

１ 1ページについて、岩手県は高齢化率が高く、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大により高齢者の死亡率も高

くなっている。現行計画の記載と同様の言い回しにして

はどうか。 

高齢者等の食生活や健康支援の推進については、取り組むべき

課題と認識しており、「新しい生活様式」に応じた健全な食生活実

践への支援をはじめ、高齢者を含んだ生涯にわたる健全な食習慣

の形成に取り組んでいきます。 

Ｃ（趣旨同一） 

２ 1ページについて、「この間・・・（略）。」の部分につ

いて、内容が良いが、長すぎると感じる。区切って記載

してはどうか。 

区切るか否かにより文章の意味に大きな齟齬はないため、食の

安全安心委員会の審議を経て作成した素案のままとします。 

Ｃ（趣旨同一） 

３ 12、25 ページについて、グラフの数字が重なってい

るので、見やすくして欲しい。 

数字が重ならないよう修正しました。 Ａ（全部反映） 

４  29 ページについて、育に関心があるどうかに係る言

及はあるが、取組に係る言及がない。取組に係るアンケ

ート結果については、59.2％から 66％に向上している

ため、一定の効果が出ているのではないか。 

 県民モニターアンケートにおける食育への関心及び取組に係る

データについて、年次ごとの変化が分かるデータを追記するとと

もに、食育の取組についても記載しました。 

 また、地域に根ざした食育の推進に向けては、食育に関心を持

っていただき、日常的に取り組んでいただくことが重要であるこ

とから、県としては、関心度に係る減少を施策推進に向けた課題

の一つと捉え、引き続き取組んでいきます。 

Ａ（全部反映） 



５ 地産地消促進計画を策定している市町村数の目標年

度が令和４年度になっている。他の指標に係る目標年度

は令和７年度だが、なぜか。 

 本計画は、「いわて県民計画（2019～2028）」長期ビジョン施策

を具体化する計画として位置付けています。 

 地産地消促進計画を策定している市町村数については、いわて

県民計画（2019～2028）政策推進プランにおいて、令和４年度ま

でに全市町村での計画策定を目標にしています。 

 「いわて県民計画」との整合を図るため、本計画においても、

令和４年度を目標年度としていますが、令和５年度以降について

も、地産地消の促進という観点から、産直施設による学校給食や

医療・福祉施設等への食材供給などによる農林水産物の域内消費

拡大に継続的に取り組んでいきます。 

Ｃ（趣旨同一） 

６  県や市町村において、試食機会を多く設けてはどう

か。 

 県としては、農林漁業体験などを通じた生産への理解の増進や、

食文化や食生活の継承等を通じて、岩手の食を体感出来る機会を

創出し、食に対する感謝と岩手への愛着を育んでいきます。 

Ｃ（趣旨同一） 

７  「ゲノム編集食品」や「遺伝子組換え食品」について

の記述がない。これらについての記述を明記するよう希

望する。 

 遺伝子組換え食品については、国が安全性を確認したものが遺

伝子組換え食品であることの表示がされ、流通する仕組みになっ

ています。 

また、ゲノム編集食品については国において流通前の届出制度

が創設されておりますが、食品表示についてはゲノム編集食品と

既存食品を科学的に区別することは困難であることから表示義務

付けに至っておらず、今後必要に応じて見直しを検討することと

されています。 

このことから食育に関する本計画においては記載していません

が、第２章第２節に記載の「食の安全安心に関するリスクコミュ

ニケーションの推進」等において県民理解の増進を図っていきま

す。 

Ｃ（趣旨同一） 

備考１ 「類似意見件数」欄については、類似の意見をまとめて公表するときに当該類似の意見の件数の記入に用いるものとし、それ以外のときは削除す

るものとします。 



  ２ 「決定への反映状況」欄には、次に掲げる区分を記載するものとします。 

区 分 内 容 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 

Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 

Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの 

Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） 

  ３ 意見（類似の意見をまとめたものを含む。）数に応じて、適宜欄を追加して差し支えありません。 

  ４ 計画等の案の項目区分に応じて、適宜表を分割して差し支えありません。 


